
申告会場の案内 

持 ち 物 

税務署が開設する申告会場 

○申告書、印鑑 

○源泉徴収票や各種控除の証明書 

○前年の申告書の控え 

○使い慣れた筆記用具、電卓 

○還付金がある場合、申告者名義の口座番号がわかるもの 

時　　間 

○申告書作成のアドバイス 
　９：00～17：00 

○申告書等の配布・収受 
　８：30～17：00

【①の期間中】 
９：30～12：00　13：00～15：30 

【②の期間中】 
９：00～11：45　13：00～16：00

受付期間 

平成21年１月26日（月）～３月25日（水） 

※土日は除く。ただし、２月22日（日）・ 
　３月１日（日）は開場します。 

平塚駅ビル６階ラスカホール 場　　所 

すべての確定申告 

町が開設する申告会場 

町県民税申告 

簡易な確定申告（申告書Ａ） 

※住宅借入金等特別控除（所得税）・各種譲渡所 
　得・繰越損失・青色申告等の方は税務署での申 
　告をお願いします。 

申告内容 

【①税理士会による無料相談会】 
２月10日（火）、12日（木）、13日（金）　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　国府支所２階会議室　　 
２月16日（月）～18日（水）　保健センター２階研修室 

【②上記以外の申告相談受付】 
２月19日（木）　　　　　　保健センター２階研修室 
２月20日（金）～３月16日（月）　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　役場４階第１会議室　　 

※土日は除く。 

所得税の申告・納付期限は３月16日 
（月）です。２月16日（月）以前は還付 
申告の方が対象です。 

広報おおいそ　平成21年（2009年）2月 7

で
き
る
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
作
成

し
た
申
告
書
を
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷

し
、
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
事
前
に
登
録
手

続
き
を
済
ま
せ
る
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
直
接
申
告
書
を
提
出
で
き
る

ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
も
御
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。
手
続
き
に
は
、
「
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
」
に
よ
る
電
子
証
明
を

受
け
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
税
務
署
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。 

  

平
成
２１
年
度
町
県
民
税
の 

主
な
改
正
事
項 

 

寄
附
金
控
除
が
拡
充 

▼
対
象
寄
附
金 

・
都
道
府
県
、
市
区
町
村
に
対
す
る

寄
附
金 

・
住
所
地
の
共
同
募
金
会
に
対
す
る

寄
附
金 

・
住
所
地
の
日
本
赤
十
字
社
に
対
す

る
寄
附
金 

 

※
平
成
22
年
度
（
平
成
21
年
中
に
寄

附
し
た
も
の
）
よ
り
、
条
例
で
指

定
し
た
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
も

対
象
に
な
り
ま
す
。 

▼
控
除
方
法
　
寄
附
金
額
か
ら
５
千

円
を
引
い
た
額
の
10
％
を
税
額
か

ら
控
除
（
総
所
得
等
の
30
％
が
上

限
）。 

　
　
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附

金
の
場
合
、
特
例
控
除
が
加
算
さ

れ
ま
す
。 

▼
申
告
方
法
　
寄
附
の
領
収
書
を
添

付
し
、
確
定
申
告
で
申
告
（
確
定

申
告
を
せ
ず
、
町
県
民
税
の
み
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

町
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）。 

 

公
的
年
金
か
ら
の
住
民
税
天
引
き 

（
特
別
徴
収
）
開
始 

▼
対
象
と
な
る
方
　
平
成
20
年
中
に

公
的
年
金
等
の
支
払
い
を
受
け
た

方
の
う
ち
、
平
成
21
年
４
月
１
日

現
在
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
。

た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
で
す
。 

①
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
な
い
方 

②
老
齢
基
礎
年
金
等
給
付
の
年
額
が

18
万
円
未
満
の
方 

③
老
齢
基
礎
年
金
等
給
付
の
年
額
か

ら
所
得
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
を
控
除

し
た
後
の
額
が
、
住
民
税
の
年
額

よ
り
少
な
い
方 

▼
対
象
と
な
る
税
額
　
公
的
年
金
の

所
得
に
か
か
る
住
民
税
（
公
的
年

金
以
外
の
所
得
に
係
る
住
民
税
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
納
付

書
又
は
口
座
振
替
、
給
与
天
引
き

さ
れ
ま
す
）。 

▼
納
付
方
法
　
年
６
回
の
年
金
給
付

の
際
に
分
割
で
天
引
き
し
ま
す
。 

　
　
た
だ
し
、
平
成
21
年
度
に
つ
い

て
は
年
税
額
の
１
／
２
を
６
月
と

８
月
の
２
回
に
分
け
て
本
人
が
納

付
し
、
残
り
の
税
額
を
10
月
、
12

月
、
２
月
の
年
金
支
給
月
に
年
金

か
ら
天
引
き
し
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

確
定
申
告
に
つ
い
て 

　
平
塚
税
務
署
個
人
課
税
部
門 

　
☎
（
22
）１
４
０
０ 

町
県
民
税
に
つ
い
て 

　
税
務
課
　
☎
内
線
２
５
４ 

  

町
県
民
税
か
ら
の 

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は 

毎
年
申
告
が
必
要
で
す
！ 
 

　
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
伴

い
、
昨
年
度
か
ら
適
用
し
た
町
県
民

税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
今
年

度
も
引
き
続
き
適
用
し
ま
す
。 

　
こ
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
は
、
毎
年
申
告
が
必
要
で
す
。 

 
▼
対
象
者
　
平
成
11
年
〜
平
成
18
年

に
入
居
し
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
所

得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
い
方 

▼
申
告
方
法
　
「
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
申
告
書
」
を
提
出
。 

・
確
定
申
告
さ
れ
る
方 

　
確
定
申
告
書
と
と
も
に
税
務
署
へ

提
出 

・
年
末
調
整
の
み
の
方 

　
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
町
へ
提

出
（
※
郵
送
可
、
控
え
が
必
要
な

場
合
は
返
信
用
封
筒
同
封
） 

▼
申
告
書
配
布
場
所 

・
役
場
税
務
課
・
国
府
支
所
・
平
塚

税
務
署（
確
定
申
告
さ
れ
る
方
用
） 

・
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
源
泉
徴

収
票
や
確
定
申
告
書
の
内
容
を
入

力
す
る
と
申
告
書
が
自
動
計
算
さ

れ
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
提
出
で

き
る
シ
ー
ト
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

▼
申
告
期
限 

　
平
成
21
年
３
月
16
日（
月
） 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
税
務
課
　
☎
内
線
２
５
４ 

き
　
ふ 


